
  

 保護課では 臨時職員 を募集しております 
    

           ❤ ケースワーカー ❤ 
◇採用人数： 1人 
◇就業場所：保護課（本庁１階） 
◇業務内容：生活保護法に基づくケースワーク 
      保護開始調査、事務変更、訪問等 
◇任用期間：平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日※更新有 
◇勤務時間：８：３０～１７：１５（時間外あり） 
◇休  日：土・日・祝祭日  
◇給  与： 日額 ８，０００円 
◇社会保険：健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険加入 
 

★必要な免許資格★  ①普通運転免許 

            ②以下のいずれかに該当する者 

             〇社会福祉士 

             〇精神保健福祉士  

 

 
 
 
 
 
 
 
お問合せ先：人事課 人事係 �８９３－４４１１ 内線３２７・３２８ 

      
 ※直接、履歴書を本庁 人事課へ持参もしくは郵送してください。 
  書類選考後、後日こちらから面接のご連絡をさしあげます。 

臨 時 職 員 募 集 案 内 


